
会    議    録 

会 議 の 名 称 令和３年度 第１回 小金井市交通安全推進協議会 

事 務 局  都市整備部 交通対策課 
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開 催 場 所  小金井市役所第二庁舎８階 ８０１会議室 

出 席 者 別紙のとおり 

傍 聴 の 可 否    可  ・  一部不可  ・  不可 

傍 聴 者 数  ０人 

傍 聴 不 可 等 

の 理 由 等 
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため 

会 議 次 第 

１ 開 会 

２ 議 題 

⑴ 協議事項 

①令和３年秋の小金井市交通安全運動推進要領（案）につ

いて 

②小金井市交通安全計画（案）について 

 ３ その他  

 ４ 閉 会                         
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・令和３年秋の小金井市交通安全運動推進要領（案） 

・小金井市交通安全計画（案） 



令和３年度第１回小金井市交通安全推進協議会会議録 

 

１ 日 時  令和３年８月２３日（月）午後２時～午後２時３０分 

 

２ 場 所  小金井市役所第二庁舎８階 ８０１会議室 

 

３ 内 容 

１ 開 会 

２ 議 題 

⑴ 協議事項 

①令和３年秋の小金井市交通安全運動推進要領（案）について 

②小金井市交通安全計画（案）について                           

３ その他 

 ４ 閉 会 

 

４  出席者 

【委 員】（敬称略） 

吹春 保隆、野中 好明、大橋 一朗、小見山 治、延 毅彦、塩原 真一、 

白鳥靖、鈴木 敬、小山 定男、土屋 和子、信山 重広、須﨑 登、遠藤 賢

二、髙橋 秀幸 

【小金井市】 

堀池 浩二（都市整備部交通対策課長）、大関 勝広（都市整備部交通対策課

交通対策係長）、益子 孝志（都市整備部交通対策課交通対策係主事） 

【傍聴者】 

なし 

 

５ 主な発言要旨等 

【事務局】開会、資格審査、配布資料の確認、新たな委員の紹介 

 

〇 それでは、小山会長からご挨拶をいただきたいと思います。

小山会長、お願いします。 

 

 （小山会長） 挨拶 



 

 〇 ありがとうございました。 

それでは、以上をもちまして、報告事項等を終了させて 

いただき、会長へ引き継がせていただきます。 

小山会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

 

【会 長】 

○  それでは、進行を引き継がせていただきます。 

○  次第２の議題に入ります。まず、⑴の協議事項の①令和３

年小金井市交通安全運動推進要領（案）について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

【事務局】・・・交通対策主事 

  

令和３年秋の小金井市交通安全運動推進要領（案）について説

明 

 

【会 長】 

○  事務局からの説明がおわりました。ご意見、ご質問があり

ましたら、ご発言をお願いいたします。 

    

・・・・・質疑応答・・・・・・ 

 

【会 長】 

○  無いようでしたら「令和３年秋の小金井市交通安全運動推

進要領」は、原案どおり決定することにご異議ございません

か。 

・・・・・異議なし・・・・・ 

【会 長】 

○  ご異義がありませんので、原案どおり決定いたします。恐

れ入りますが、カッコ書きの（案）を消していただきますよ

うお願いいたします。 

 

 



【会 長】 

○  続きまして協議事項②の小金井市交通安全計画（案）につ

いて、事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】・・・交通対策係長 

 

小金井市交通安全計画（案）について説明 

 

【会 長】 

○  事務局からの説明が終わりました。今回、コロナ過の状況

であることから、事前に計画（案）を送付させていただき、

お時間のない中でご覧になっていただき、ご意見を頂戴した

ところでございますが、改めてご意見、ご質問等がありまし

たら、ご発言をお願いいたします。 

  

     ・・・・・質疑応答・・・・・ 

 

【会 長】 

○  無いようでしたら、「小金井市交通安全計画（案）」につい

ては、原案を今後、パブリックコメント等の手続きへ進めた

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

・・・・・異議なし・・・・・ 

 

【会 長】 

○  ご異議ございませんので、そのようにさせていただきます。 

 以上で協議事項を終了いたします。 

 

【会 長】 

○  続きまして、３その他について、事務局から説明をお願い

します。 

 

【事務局】・・・交通対策係主事 

○  次回の開催についてですが、本協議会については例年春と



秋の交通安全運動の前に行われており、次回の開催は３月を

予定しておりますので、委員の皆様のご協力をお願いいたし

ます。 

【会 長】 

○  次回開催は３月とのことですので、その際はまたよろしく

お願いいたします。 

最後に何かご質問等はございませんか。 

無ければ、これで令和３年度第１回小金井市交通安全推進 

  協議会を終了させていただきます。本日はお忙しい中ご出席 

いただきありがとうございました。 

 



令和３年度 第１回 

小金井市交通安全推進協議会次第 

 

日  時   令 和３年８月２３日（月）午後２時から  

場  所   小 金井市役所第二庁舎８０１会議室  

 

１  開  会  

 

２  議  題    

⑴  協議 事項  

①令和３年秋の小 金井市交通安全運動推進要領（案）について  

②小金井市交通安 全計画（案）について   

 

３  その他  

 

４  閉  会  

【配 布資 料】  

・資料１  都内・ 管内 の交通事故発生状況について   

・資料２  令和３ 年秋 の交通安全運動市内広報文（案）  

・資料３  小金井 市交 通安全計画について（諮問）  

・資料４  小金井 市交 通安全推進協議会委員名簿    

【事 前配 布資 料】  

・令和３ 年秋の小 金井 市交通安全運動（案）  

・小金井 市交通安 全計 画（案）  
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都内・管内の交通事故発生状況について

推進協議会資料

1 都内・管内（各市内）の交通事故発生件数～令和3年上半期

’

○都内では、発生件数、負傷者数は増加しているが、死者数は減少している。

○管内では、発生件数、死者数、負傷者数の全てにおいて減少している。

◎小金井市内では、ほぼ昨年同期比と変化はない。

○国分寺市内では＄発生件数、死者数、負傷者数の全てにおいて減少している。

2管内交通事故の特徴

(1) 昼夜間別～昼間帯94件、夜間帯32件

昼間帯が夜間帯の約3倍発生している。

(2) 時間帯別～12～14時19件、 14～16時18件、 8～10時17件、

18～20時15件

午後及び朝の出勤時間帯、日没直後に多い。

(3)事故類型～追突32件、出会い頭31件、横断中16件

幹線道路での追突、生活道路での出会い頭、道路横断中が多い。

(4) 通行目的～買い物40件、出勤31件、業務30件（加害・被害者合計）

買い物への行き帰り、出勤途中、業務での運転中に事故に関与。

(5) 年齢層別～加害者～高齢者25件、 50歳代24件、 20歳代24件

被害者～高齢者26件、 ~40歳代23件、 30歳代23件

65歳以上の高齢運転者、高齢歩行者。自転車利用者に注意。

(6) 関与率～子供関与 7． 1％（都内平均5． 3％）

高齢者関与35． 7％（都内平均30． 9％）

飲酒関与 0． 9％（都内平均0． 6％）

都内平均を超えているのは3項目。

騒塞臺望Q、工貝蕊更舅葺Jへへは見､旦易_､§､2曳重蟄画王捜＆会久へ典範糞こE
回っており
垂

3小金井譽察署の今後の取組

今後も年初に掲げた「子供」 「高齢者」 「自転車」の3項目の交通事故防止対策

を中心に取り組んでいく。
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         資料 ２ 

令和３年秋の交通安全運動市内広報文（案） 

 

こちらは小金井市役所、小金井市交通安全推進協議会です。 

９月２１日から３０日までの１０日間、秋の全国交通安全運動が行われてい

ます。 

 

交通事故の多くは、交通ルール、マナーを守らなかったために起きています。

「自分一人くらい大丈夫」そんなおもいが事故を招きます。 

一人一人が交通ルールを守り、交通安全の輪を街いっぱいに広げて、交通事

故をなくしましょう。 

 

市民の皆さん 

飲酒運転による悲惨な交通事故が後を絶ちません。少しでもお酒を飲んだら

絶対に運転をしないでください。また飲酒運転をしようとしている人がいた

ら、どうか周りの人が注意をしてやめさせてください。 

「飲んだら乗らない 車もバイクも自転車も」 

 

二輪ライダーの皆さん 

二輪車による交通事故が増えています。スピードの出しすぎや、無理な追い

越しは大変危険です。また、交差点やカーブの手前では十分にスピードを落

とすなど、安全な走行に心掛けましょう。 

「ちょっと待て 無理なすり抜け 事故のもと」 

 

ドライバーの皆さん 

子どもと高齢者の歩行中の事故が増えています。子供や高齢者の動きに注意

し、徐行や十分な間隔を保持し、思いやりのある運転をしましょう。 

日が暮れるのが早くなります。日没より早めにライトを点灯し、夕暮れ時の

交通事故を防ぎましょう。 

 

こちらは小金井市役所、小金井市交通安全推進協議会です。 

ただ今、秋の全国交通安全運動が行われています。 

 

 



 

 

よい子の皆さん 

車は急に止まれません。道路に飛び出すのは絶対にやめましょう。道路を渡

るときは、必ず止まって左右をよく見て車が止まるのを確認してから渡りま

しょう。 

「知ってるよ いつもの道でも みぎ ひだり」 

 

自転車でご通行中の皆さん 

自転車の交通事故が増えています。 

二人乗り、傘差し、スマートフォン使用やイヤホン使用で音楽を聴く等の危

険な運転は絶対にやめましょう。 

自転車は車道が原則、歩道は例外、車道を走る時は左側を通行しましょう。 

信号無視、スピードの出し過ぎなどは交通違反です。 

歩道は歩行者が優先です。注意し、ゆっくり走りましょう。 

放置自転車は、歩行者や車椅子の通行に大変迷惑となりますので絶対やめましょ

う。 

「歩道では 歩行者優先 忘れずに」 

 

こちらは小金井市役所、小金井市交通安全推進協議会です。 

ただ今、秋の全国交通安全運動が行われています。 

 

高齢者の皆さん 

お年寄りの交通事故が増えています。事故にあってしまったお年寄りの多く

が、長い経験から「自分は交通事故に遭わない」と思い込んでいます。 

自分の運転を再確認して、少しでも不安があったら、運転免許の自主返納を

考えましょう。 

ご家庭でも、自主返納について話し合いましょう。 

安全運転を支援する、セーフティ・サポートカーの利用も考えましょう。 

「免許証を 返す勇気が ふせぐ事故」 

 

ドライバーの皆さん 

シートベルトを締めていますか。シートベルトを締めていればケガも防げた、

という交通事故が後を絶ちません。助手席はもちろん、後部座席もシートベ

ルトを締めてください。シートベルトは、「あなたや家族を守る命綱」です。 

車に乗ったら先ずシートベルト、そして、小さなお子様には、必ず体格にあったチャイ

ルドシートを正しい方法で着用しましょう。 

「締めようよ 命のベルト 全席で。」                                                                                                                             



匿到 霊

小都交発第64号

令和3年8月23日

小金井市交通安全推進協議会

会長様

小金井市長西岡真一

小金井市交通安全計画について（諮問）

交通安全対策基本法（昭和45年法律第110号）第26条第2項の規定

により、下記のとおり諮問します。

記

小金井市交通安全計画（案）の策定について(諮問事項）



資料 ４

令和３年８月１９日現在

№ 職名 氏名 備　　　考（推薦団体等）

1 委員 野中　好明
警視庁小金井警察署
 (署長）

2 委員 吹春　保隆
小金井市議会
 (議員）

3 委員 大橋　一朗
東京消防庁小金井消防署
 (署長）

4 委員 小見山　治
日本郵便株式会社
 (小金井郵便局長）

5 委員 浅野　智彦
小金井市教育委員会
（委員）

6 委員 延　毅彦
小金井市教育委員会
（市立小金井第四小学校長）

7 委員 塩原　真一
小金井市教育委員会
（市立南中学校長）

8 委員 白鳥　靖
都立多摩科学技術高等学校
（校長）

9 委員 村林　竹治 小金井市私立幼稚園協会

10 委員 鈴木　敬 小金井警察署管内交通安全協会

11 委員 小山　定男 小金井警察署管内交通安全協会

12 委員 中嶋　登 小金井市悠友クラブ連合会

13 委員 土屋　和子 小金井市駅周辺放置自転車対策協議会

14 委員 信山　重広 武蔵小金井・東小金井駅連絡協議会

15 委員 須﨑　登 東京むさし農業協同組合小金井支店

16 委員 山城　裕路
小金井市商工会
（理事）

17 委員 波多野　典子
小金井市商工会
（理事）

18 委員 遠藤　賢二 ㈱尾久自動車

19 委員 髙橋　秀幸 京王バス㈱府中営業所

20 委員 清本　秋男 (一社)東京都トラック協会多摩支部

※ 任期は令和４年４月３０日まで

小金井市交通安全推進協議会委員名簿
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令和３年 

秋の小金井市交通安全運動 
 

９月２１日（火）～３０日（木） 

 

 

 

 

～世界一の交通安全都市 TOKYO を目指して～  

 

 

 

交通ルールを正しく守りましょう！ 

交 通 マナーを実 践 しましょう！ 

 

 

 

 

小 金 井 市 

小金井市交通安全推進協議会 
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第１ 目  的  

交通安全運動をきっかけに、市民一人ひとりが交通安全に関心を持ち、

交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践するほか、地域における道路

交通環境の改善に向けた取組に参加するなど、みんなの力で悲惨な交通事

故を防止していくことを目的としています。 

  

第２ スローガン 

世界一の交通安全都市ＴＯＫＹＯを目指して 

 

第３ 期  間  

１ 令和３年９月２１日(火)から３０日(木)までの１０日間 

２ 交通事故死ゼロを目指す日 ９月３０日(木) 

 

第４ 主催機関  

 小金井市 

 小金井市交通安全推進協議会 

 警視庁小金井警察署 

 小金井警察署管内交通安全協会 

 関係機関及び団体 

 

第５ 運動の重点  

１ 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

２ 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の 

向上 

３ 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底 

４ 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

５ 二輪車の交通事故防止 
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第６ 具体的な推進要領  

1  運動の重点に対する推進要領 

 

⑴ 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

令和２年中、都内交通事故死者数は１５５名となっており、歩行中死者数は 

６７名、中学生以下の子供の死者数は４名、高齢者の死者数は３７名となってい

ます。 

家庭・地域 

では 

○信号を守る、横断歩道を必ず渡るなどの基本的な交通ルールを守

りましょう。 

○自らの安全を守る交通行動として、運転者に対して横断する意思

を明確に伝えましょう。 

○保護者や周囲の大人が交通ルールを守り、お手本となりましょ

う。 

運転者は 
○歩行者事故は秋の夕暮れ時に多く、早めのライト点灯を心掛け、

歩行者の見落としに注意しましょう。 

○道路横断時の事故が多く、横断歩道外横断にも注意しましょう。 

職場・学校 

等では 

○職場では通学路を含めた子供が多く通る場所を確認し、注意して

通行しましょう。 

○学校では、日頃から交通安全について指導しましょう。 

 

⑵ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止と歩行者等の保護など安全運

転意識の向上   

令和２年中の事故発生件数は、午後４時から６時が最も多く、死者数は午後６ 

時から８時が最も多くなっております。 

家庭・地域 

では 

○信号を守る、横断歩道を必ず渡るなど、基本的な交通ルールを守

りましょう。 

○外出時には、明るく目立つ服を心掛け、「反射材」を身に付けて、

車の運転者に「自分の存在をアピール」しましょう。 

運転者は 

○トワイライト・オン運動の実施 

日没より早めに前照灯を点灯し、夕暮れ時の交通事故を防止しま

しょう。 

○ゆずり合いの気持ちをもって、思いやりのある運転を心掛けまし

ょう。 

職場・学校 

等では 

○警察署や自治体と連携して、自転車実技教室等を開催し、交通安

全意識を高めましょう。 

○通学路、日頃の通り道等の危険個所を再点検しましょう。 
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⑶ 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底 

令和２年中の自転車事故死者数は３４人で、都内交通事故による死者数１５５

人の２１.９パーセントを占めています。 

家庭・地域 

では 

○自転車安全利用五則を実践して、交通ルールを遵守しましょう。 

○子供を自転車に乗車させる時は、乗車用ヘルメットを着用させま

しょう。 

 

自転車安全利用五則 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

・夜間はライトを点灯 

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子供はヘルメットを着用 
 

運転者は 

○自転車も車両です。信号や一時停止の標識を守りましょう。 

○販売店等で定期的に点検整備を受けるとともに、万が一の事態に

備え損害賠償保険等に加入しましょう。 

○夕暮れ時には、早めにライトを点け、自転車が近づいて来ている

ことを、他の車両や歩行者などに知らせましょう。 

○二人乗り、並進、傘差し、スマートフォン等使用、イヤホン使用

等の危険な運転は絶対に止めましょう。 

職場・学校 

等では 

○自転車通勤する従業員がいる場合は、従業員が自転車を安全に利

用できるよう、周知するよう努めましょう。 

○業務に自転車を使用する事業者は、従業員への研修、点検整備、

保険加入しましょう。 
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⑷ 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

令和２年中、都内飲酒事故死傷者数は１９１名となっております。 

また、令和２年６月１０日、妨害運転（あおり運転）に対する罰則が創設され、

同年６月３０日から取り締まりの対象となっております。 

家庭・地域 

では 

○アルコールの運転への影響や飲酒運転の罪の重さを再確認し、飲

酒運転は絶対にやめましょう。 

○車を運転することを知りながら酒を勧めたり、飲酒している人に

車を貸したり、飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。 

運転者は 

○思いやり、ゆずり合いの気持ちを持って運転しましょう。 

○前日のアルコールが残っている場合があります。運転する前日は

深酒をやめましょう。 

○自転車も飲酒運転は厳禁です。 

職場・学校 

等では 

○時間的余裕を持った計画的な運転を心掛け、実施できるよう努め

ましょう。 

○運行前には、運転者の体調を確認し、飲酒運転させないよう管理

を徹底しましょう。 

 

 

⑸ 二輪車の交通事故防止 

令和２年中の都内の二輪車（原動機付自転車を含む）乗車中の交通事故死者数

は４０人で、総事故死者数１５５人の２５.８パーセントとなっています。 

家庭・地域 

では 

○二輪車で無謀運転、危険・迷惑行為をしないよう呼びかけましょ

う。 

○二輪車事故の占める割合が高いことなどについて注意喚起しま

しょう。 

○交通事故の責任や命の大切さについて話し合いましょう。 

運転者は 

○カーブの手前では十分に速度を落とすなど、自己の運転技量を過

信することなく、事故防止に努めましょう。 

○ヘルメットを正しく被り、プロテクターで体を守りましょう。 

○車の運転手も二輪車の特性を理解して運転しましょう。 

職場・学校 

等では 

○出勤、退勤の時間帯の事故発生が特に多くなっており、ゆとりを

持った運転に努めてください。 
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２ 主催機関の推進事項 

主 催 機 関 推    進    事    項 

小金井市 

○計画策定と実施に伴う会議の開催及び関係機関・団体

との連絡調整 

○市報、ホームページ、広報車等の広報媒体を活用した

積極的な広報活動の展開、市内鉄道駅周辺等に「交通

安全運動実施中」ののぼり旗を設置する等、地域実態

に応じた交通安全普及啓発活動 

○トワイライト・オン運動の推進 

警視庁小金井警察署 
○広報啓発活動及び交通安全教育の推進 

○交通街頭活動及び交通違反者の指導取締りの徹底 

○関係機関・団体との連携の強化 

道路管理者 

○交通事故多発路線等における安全対策の推進 

○道路パトロ－ル等を通じた交通安全施設の点検及び道

路交通環境の整備 

○各種交通安全活動の推進と関連行事への積極的な参加 

○トワイライト・オン運動の推進 

関係機関・団体 

○自主的な交通安全活動と各種行事への積極的な参加 

○職員への周知徹底と飲酒運転根絶、自転車安全利用等

の広報・啓発活動の推進 

○トワイライト・オン運動の推進 

小金井警察署管内 

交通安全協会 

○各種行事の開催による交通安全活動の推進 

○会員・関係団体との連携による街頭指導活動の推進 

○各種広報媒体を活用した積極的な広報活動 

○トワイライト・オン運動の推進 

小金井市教育委員会 

○各学校への運動の周知徹底と授業等での交通安全に対

する意識付け 

○各教育機関、ＰＴＡ等への協力要請と緊密な連携によ

る交通安全教育の推進及び街頭指導活動等の強化 

○各種広報媒体を活用した保護者への広報・啓発活動の

推進 

○自転車の安全利用に関する普及啓発活動 

                                                                                                                             



小金井市交通安全計画（案） 
 

令和４年度～令和８年度 
 

 

～自転車安全利用五則～ 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

・夜間はライトを点灯 

・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子どもはヘルメットを着用  

 

 

 

 

小   金   井   市 

小金井市交通安全推進協議会 



小金井市交通安全計画策定にあたって 

 

小金井市は、市民の交通安全を願って、昭和３７年に「交通安全都市

宣言」を行い、以来交通環境の整備を図り、交通事故防止に関係機関一

体となって努めてまいりました。その結果、皆様のご理解とご協力によ

り令和２年までの交通事故件数及び死傷者数は減少傾向であり、交通事

故防止に取り組まれた成果であると認識しております。 

しかしながら昨今、滋賀県大津市や千葉県八街市の事故により、保育

園児や小学生児童が巻き込まれる痛ましい事故が発生しており、このよ

うな交通災害による被害を発生させないようにしていくためには、引き

続き、関係機関の皆様並びに市民の皆様の更なるご理解とご協力をお願

いしたいと考えております。 

小金井市交通安全計画は、交通安全対策基本法に基づき、交通事故や交

通災害から市民の生命、身体及び財産を守り、安全かつ快適な市民生活を

送りたいという市民の皆様の願いに応えるべく、令和４年度から令和８

年度までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策大綱について定めた

ものです。 

本計画では、重大事故の発生要因ともなり、特に問題視されている自

転車の安全利用の推進を最重点課題とし、その他各種施策と合わせ、交通

事故のない安全で安心して暮らせるまちづくりを目指します。 

また、本計画を達成するためには、関係機関の更なるご協力もさること

ながら、市民の皆様一人ひとりが交通安全に対する意識を新たにし、ご家

庭、職場、学校等で話し合っていただくことが不可欠であると考えており

ます。引き続き、皆様の深いご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 

令和４年３月 

 

小金井市⾧  
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 本市では、悲惨な交通事故を未然に防ぎ、市民の生命と財産の安全を守り、平和で明る
い生活を確立することを目的として、昭和３７年に交通安全都市を宣言し、以降、交通事
故等の撲滅に資する取り組みを推進しているところです。
 市内の交通事情は、「ＪＲ中央本線連続立体交差事業」はじめ、「武蔵小金井駅南口市
街地再開発事業」、「東小金井駅北口土地区画整理事業」といったプロジェクトが進めら
れたことにより、大きなまちづくりの転機を迎え、これに伴い交通広場の整備や道路整備
も行われ、交通の流れにも変化が見られます。
 本計画は、交通安全対策基本法（昭和４５年法律第１１０号）第２６条の規定に基づき
東京都において第１１次東京都交通安全計画（令和３年４月東京都交通安全対策会議）が
示され、これを基調とし、令和４年度から令和８年度までを計画期間として策定するもの
であり、過去の交通安全対策と諸施策の推移、その成果を踏まえ、より効果的で実践的な
交通安全対策の計画的な推進を図るとともに、上記の交通状況等も踏まえつつ、市内の交
通事故や交通災害の防止に関する総合的かつ⾧期的な施策を確立し、関連する諸計画との
整合性を図りながら推進していくものです。

１ 市の交通概況

  本市は、東西約4.1km、南北約4.0km、面積11.30ｋ㎡で、東京都のほぼ中央、都心
 から約25km西方に位置しています。
  市域を通る幹線道路は、五日市街道、連雀通り、東八道路が東西に、小金井街道、新
 小金井街道が南北に、合計５本の都道を有し、それに市道が接続し市内の道路網を形成
 しています。
  電車網については、市の中央を東西にＪＲ中央本線が走り、市の南東部に西武多摩川
 線が走っています。
  平成２８年から令和２年において、本市の人口や運転免許証保有者は微増傾向にある
 ものの、自動車保有台数は微減傾向にあり、高齢化や若者の車離れ、公共交通機関や自
 転車への転換等、社会全体のライフスタイルの変化が考えられます。
  一方、ＪＲ高架化に伴い、市内の踏切が解消されたことや大規模商業施設の設置等に
 より、市外からの車両流入も考えられ、市内幹線道路の自動車交通量の増大により都道
 が混雑し、この混雑を避けるため市道等の生活道路を通過する車両数が増大しているこ
 とも事実です。

第１章 計画策定の趣旨

第２章 交通事故等の概況
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表１ 市の人口の推移（各年１月１日現在）

※０～14歳 資料:市ＨＰ

表２ 市内の運転免許証保有者数（各年１２月末現在）

資料:警視庁交通年鑑

表３ 市内の自動車等の保有台数（各年１２月末現在）
(単位:台)

警視庁交通年鑑の発行が９月又は１０月となるため、現在は未記載
資料:警視庁交通年鑑

59,955
61,070

73,877 41,489

34,489

Ｒ 元

Ｒ ２

35,658 73 26,884 3,214

     区分
 年

ＣＢ

119,359

Ａ

58,011 58,439 59,539

72,657 41,185

72 26,878 3,211 434

61.2
Ｈ３０
Ｒ 元

二輪車 ミニカー

Ｃに占め
る割合

117,978

413

4,855
134 4,761

65歳以上

乗用車 特殊車

26,964

貨物車
特殊

用途車

21.1

12.1

42,083

世帯数

（世帯）

   区分
 年

59,548

総数

35,854 73

Ｃに占め
る割合

（人） （％）

男
（人）

33,309

24,395 20.7 14,094 11.9

14,754
25,266 21.0 14,521

12.1

女
（人）

61.6

64
2,682

（人）

12.1120,26859,420

人口に対する
保有率（％）

32,388 61.4

122,306

433

12.3

合計
（人）

（％）（人）

60,286

61,968

63
136 4,954

66
429

バス

139 5,076

133

（Ａ＋Ｂ）

61,488 121,443 25,662
60,338

総数
（人）

男 女

15,011

Ｈ２８
Ｈ２９
Ｈ３０
Ｒ 元

Ｒ ２ 75,392

58,829

60,367 21.1

59,073 24,869 20.8 14,396

73,107 41,243 31,864

74,366 41,648 32,718

  区分

 年

Ｈ２８
Ｈ２９

人 口
15歳以下※

60,848

Ｈ２８

61.6

74 26,042

（人）

61.2

31,472

25,860

6935,559

3,234
Ｈ３０
Ｈ２９

Ｒ ２
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表４ 市の道路概況

資料:道路管理課調査

２ 交通事故の現状

  東京都内の交通事故発生件数は、平成１２年の92,241件をピークに、関係機関のた
 ゆまない努力が奏功して毎年ほぼ着実に減少しております。
  令和２年中の都内の交通事故発生件数は25,642件で、死亡者数155人、負傷者数
 28,888人であり、５年前の平成２８年比では交通事故発生件数が6,770件の減、死亡
 者数4人の減、負傷者数8,940人の減となりました。また、市内での交通事故発生件数
 は154件、死亡者数0人、負傷者数170人で、同様に５年前比では交通事故発生件数が
 37件の減、死亡者数1人の減、負傷者数58人の減となりました。都内・市内とも交通
 事故の増加には歯止めがかかっている状況と言えます。（※４頁、表５・６参照）
  しかしながら、依然として厳しい交通情勢に変わりはなく、令和２年中の交通事故の
 うち、65歳以上の高齢者の交通事故死傷者数が33人で全体の19.4％、15歳以下の子ど
 もの交通事故死傷者数が13人で全体の7.6％、二輪車における死傷者数が23人で全体の
 13.5％、自転車における死傷者数は72人で全体の42.4％となっています。（※５頁、
 表７参照）
  このことから、市では、自転車をはじめ、高齢者、子ども、二輪車に対する交通安全
 対策をとることが特に重要であると考えています。

Ｒ 元 792,407 4.9
791,393

Ｈ２９
Ｈ３０

       区分
 年度

4.9
160,969
160,776

788,830
790,955

平均道路幅員

792,933 161,074 4.9

（ｍ）
160,171 4.9
160,687 4.9

Ｈ２８

Ｒ ２

道路実面積 道路実延⾧
（㎡） （ｍ）
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表５ 東京都内の交通事故発生件数等（各年１２月末現在）

資料:警視庁交通年鑑

表６ 市内の交通事故発生件数等（各年１２月末現在）

資料:警視庁交通年鑑

158 0 173 173
154 0

    区分
 年

合計
（人）

0
206

     区分
 年

事故件数

Ｒ 元
Ｒ ２

143
32,763

30,467

Ｈ２９

Ｒ 元
Ｒ ２ 25,642 155

Ｈ３０

0
Ｈ２９ 204

32,412

270.2

159

事故件数 死亡者
死亡者(人)（人）

1.17 277.2
1.19 276.2

133

224

28,888 1.11 206.9
0.95 249.3

負傷者(人)

負傷者
（件） （人）

死亡者 負傷者

37,994
37,443

Ｈ２８
164

32,590

人口10万人当たりの死傷者数

1.03

37,828

224
Ｈ３０ 185

Ｈ２８ 191 1 228 229

206

（件） （人） （人）

34,777

170 170
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 表７ 市内の高齢者（65歳以上）、子ども（15歳以下）、二輪車、自転車の死傷者数と  
   全死傷者数に対する割合（各年１２月末現在）

資料:警視庁交通年鑑

表８ 市内の交通事故年齢別死傷者数（各年１２月末現在）
(単位:人)

資料:警視庁交通年鑑

死亡者

負傷者

合計

死亡者

負傷者

合計

0

Ｒ２

00

36

5
0

0

0 0 0 0

34

33 27 37 29 7
00

0

17331

0

0

10

5

5
5

17010

Ｒ元

死亡者

負傷者

合計

0 0

29

0

0

4

0

30

3

14

0
10

0
1 10

13 33
17 20

14
14

38

358

0 0

24

20

27

17

0

0

38 11.2

33 19.4 13

15.2
19 9.2

負傷者

30歳
代

0
4

35 29 13 33

2721

44 36 12 42

0 0

0

42

0

7.4 28 12.2
（人） （人）

41.6
72 42.4

合計
65歳
以上

60～
64歳

94 45.6

中学生
中学卒
～19歳

31

Ｈ２８

65歳以上
死傷者 死傷者 死傷者

18.5

自転車

34
86

％

12

37.6
86

4 16

32 30
51 31

0 0

2 30

7217.9 14 8.1

9

6.3

0 0 0
9 4 12

％ ％ ％

0

14

  区分

 年
死傷者

Ｒ ２

30 13.1

3
0 0 0 0 0

12
0

0
129 2 44

死亡者

32
11

42
18.4

（人） （人）

18.8

9 4 12

38.4

15歳以下 二輪車

1 0

17

29

3

7 38

0
6

6 31

0
3034

4 16

10

21 36 24 6

33

0 0

8

0 0

173

幼児 小学生

      区分
 年

子ども

合計

Ｈ３０
Ｒ 元

45 51 314
45

Ｈ29
3

負傷者

7.6

20歳
代

50歳
代

40歳
代

合計

23

23 13.5

Ｈ28
死亡者

27 37

170
0

206
0

224
224

229
228

1

Ｈ２９

32

6
0

206
Ｈ30

36
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表９ 市内の路線別交通事故発生件数（各年１２月末現在）
(単位:件)

資料:小金井警察署調査

表１０ 市内の地域別交通事故発生件数（各年１２月末現在）
(単位:件)

資料:小金井警察署ＨＰ
合 計

26
5

33 20

18
3

30

16

107 76
98

119 22 9

24 25

新小金井街道

緑  町

350

東八道路
0

Ｒ２

五日市街道

29
13
12

204

行幸通り

本  町

185
貫井南町 49

       年
 地域

Ｈ２９Ｈ２８

           年
 路線

小金井街道

191

43

158

Ｈ２２

合計

中  町
前  原  町

貫井北町

69

26 19 17 19

23
71

16

26

11

154

27 36 27
9 15 10

1 1

167
183
350

43

15 9 17
10 12
4 3

185

8

64

2 7

25

26

19

2

14
11

18

桜  町

8

都道

市道、私道

連雀通り

国分寺街道

31 24 23

41

191 204 158

3 9 3

9 4 11

15 20

19

39 43 33 29

0 0

関  野  町

Ｈ２２

総合計

東  町

83

13

0

2722
71

0

12
12

6

29
43

93

Ｒ２

梶  野  町

154

Ｒ元Ｈ３０

13

19 11
26 10 11

13

3

26

2

Ｈ３０Ｈ２９Ｈ２８

25

12

0

Ｒ元

97 109 94

19

24 13
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１ 前回の交通安全計画における達成状況

  市内の交通事故発生件数については、４頁の表６に記載のとおり平成２９年に微増は
 あったものの、それ以降は減少傾向にあることや、交通事故に伴う死傷者数については、
 平成２８年以降着実に減少しております。
  これは、市民・事業所・行政等が一体となって各種施策を展開し、交通事故防止に取
 り組んだ結果であり、下記に示すとおり、前計画で掲げた目標を達成することができた
 と考えます。

 ※ 前回の小金井市交通安全計画における目標及び達成状況

 ★ 令和２年度までに、死傷者数を平成２７年の死傷者である２４４名から３割以上
   減少させることを目指します。
  ⇒ （２４４×０．７＝１７０．８）

２ 本計画の目標

  過去５年間の交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、依然として自転車における
 交通事故の割合が高い状況にあります。今後も悲惨な交通事故を未然に防ぎ、市民の生
 命、身体及び財産を守り、安全で安心して暮らせるまちづくりを目指すためには、さら
 なる交通安全対策を推進していく必要があります。そのため、今後５年間の目標を下記
 のとおり設定することとします。

 １ 令和８年度までに、死傷者数を令和２年の死傷者数である１７０名から３割以
   上減少させることを目指します。（死傷者数１１９名以下を目標とします。）
   （※４頁、表６参照）

 ２ 令和８年度までに、自転車に関与する事故における自転車関与率を令和２年の
   ５０％から１０％以上減少させることを目指します。（自転車関与率４０％以
   下を目標とします。）（※９頁、表１１参照）

第３章 交通安全計画の目標と成果

令和２年は１７０人であり、達成

7



１ 最重点課題

  本計画の目標でも掲げているとおり、交通事故発生件数は減少傾向にあるものの、自
 転車関与事故の占める割合が非常に高い水準となっています。市内の平成２７年中の交
 通事故総件数における自転車関与事故の占める割合の３８．５％に対し、９頁の表１１
 に示してある平成２８年から令和２年までの実績は増加傾向にある状況となっています。
  第１１次東京都交通安全計画において、重視すべき主な取組として、２番目に「自転
 車の安全利用の推進」を掲げていることや、上記記載の状況を踏まえると、前計画に引
 き続き、特に取り組むべき最重点課題として、【自転車の安全利用の推進】を掲げ、ま
 た併せて、問題視されている自転車利用者のルールやマナーの改善対策も含め、関係機
 関が一体となり総合的な対策を推進します。

２ 最重点課題の対策

 ⑴ 自転車の安全利用の推進
  ① 自転車安全利用の推進の必要性
    自転車は、環境にやさしく身近で便利な乗り物として多くの市民が活用していま
   す。特に、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災以降、非常時でも有効な
   移動手段として注目されています。
    また、高齢者や若者の車離れ、昨今のコロナ禍の影響により、公共交通機関（電
   車、バス等）を避けるなどの理由から、自転車利用者は増加するものと予想してお
   ります。
    このような状況の中、自転車乗車中の交通事故は都内及び市内とも高水準で推移
   している現状や、自転車利用者の増加に伴い、自転車に起因する事故が増加するこ
   とが考えられることから、自転車の交通安全対策を図ることは重要な課題です。

  ② 自転車安全利用のための施策
    自転車の交通安全対策を推進するためには、自転車走行空間を含む道路交通環境
   の整備や交通安全教育、意識啓発、その他放置自転車対策や自転車駐車場整備等、
   総合的な対策が必要となります。
    なお、施策の詳細は、第５章分野別施策の中で記載しています。

  ③ 市民の皆様の役割
   ○ 家庭、職場等で自転車の交通ルール、マナー、駐輪方法、交通事故の加害者側

第４章 交通安全施策の方向
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    になったときの責任等について、再度考えてください。
   ○ 自転車安全講習会等へ積極的に参加してください。
   ○ 普段から自転車の整備点検をしてください。

表１１ 市内の自転車関与事故件数（各年１２月末現在）

資料:警視庁ＨＰ

表１２ 市内の自転車乗車中交通事故年齢別死傷者数（各年１２月末現在）
(単位:人)

資料:警視庁交通年鑑
7

16 23 7
7216 23 7

Ｒ２

Ｒ元

Ｈ30

Ｈ29

0
負傷者 97

負傷者 5
1

2 191 1
合計 5

2 7 1
72

合計 9

7272
24

7 12
死亡者 00 0 0 0

19 24

9

負傷者

合計 9

9

死亡者
9

0 0

死亡者 0

0

死亡者 0

0 0
1

9

7213 7

自転車関与事故件数 自転車関与率
（件） （件）

14 28

0 0 0 0 0
14

Ｈ28

2 19

0 0 1

204 90

5

3 3 20 19 24

32

0

3 3 3

158 75 47.5

1

中学卒
～25歳

負傷者

86

0

20

40歳～
64歳

0

0 0 0 0

0 0

0 5負傷者
0

0

50.0

65歳～
74歳中学生

0 0

13 94
合計

00

0
9

13 94
0 0

0 0

44.1

事故件数

幼児 小学生

84

        区分
 年

Ｒ ２

8

3

75歳
以上

154 77

25歳～
39歳

13

0

合計

19 13 24

0

185 99

863 6 4
4 8 85

0 0

44.0

10 32 9 86

9合計

Ｈ２９

      区分
 年 （％）

Ｈ２８ 191

Ｒ 元

29

死亡者
3 6

Ｈ３０ 53.5

2

子ども

13

19 10
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３ 重点課題

  重点課題として 
 ⑴ 高齢者及び子どもの交通安全の確保
 ⑵ 二輪車の安全対策の推進
 ⑶ 飲酒運転等の根絶
  を推進します。

４ 重点課題の対策

 ⑴ 重点課題１ ～高齢者及び子どもの交通安全の確保～
  【高齢者の交通安全の確保】
  ① 高齢者の交通安全確保の必要性
    少子高齢化により、今後の高齢者の社会への貢献が大きく期待されています。そ
   の一方で高齢者は、個人差はあるものの、加齢に伴い視力や運動機能等の低下が考
   えられること、また、豊富な経験に基づく油断等により、交通事故の要因となり得
   るものが若い世代に比べ多くなっています。高齢者の交通事故は、その多くが歩行
   中や自転車乗車中に発生しています。これらの事故を防ぐことが、これからの住み
   よいまちづくりには不可欠であると考えます。

  ② 高齢者の交通安全の確保のための施策
   ア 高齢者に優しい交通環境の提供
     歩行中、自転車乗車中の高齢者の安全を確保するため、道路のバリアフリー化
    や改良、また、歩道等の放置自転車の撤去や反射材の普及、夜間・薄暮時（日没
    の前後それぞれ１時間）交通安全対策と街路灯の照度アップ等、高齢者に優しい
    交通環境の提供を推進します。

   イ 高齢運転者に対する交通安全対策
     昨今、高齢運転者による自動車事故が多発しており、自らが交通事故の加害者
    となるケースが増えています。悲惨な交通事故を無くすために更新時講習や免許
    証返納及び運転経歴証明書制度の周知を図ります。
     また、東京都において、ペダル踏み間違い等による急発進を抑制する機能を有
    する「安全運転支援装置」を設置した高齢者に対する補助制度が創設されたこと
    から、当該「東京都高齢者安全運転支援装置設置補助制度」の周知を図ります。
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   ウ 市民参加型の交通安全教育等
     高齢者自らの身体機能等や交通安全について再認識していただくため、各種キ
    ャンペーン、講習、会合等あらゆる機会を通じて、高齢者への交通安全意識の普
    及啓発に努めます。

  ③ 市民の皆様の役割
   ○ 夜間・薄暮時はドライバーから良く見える明るい服装や反射材を付けましょう。
   ○ 加齢に伴う身体機能変化を認識し、安全運転の意識を再確認してください。
   ○ 参加・体験・実践型の交通安全講習会等へ積極的に参加してください。

表１３ 市内の高齢者（６５歳以上）の交通事故状況別死傷者数（各年１２月末現在）
(単位:人)

資料:警視庁交通年鑑

 【子どもの交通安全の確保】
  ① 子どもの交通安全確保の必要性
    少子化がますます進行していく中、次世代を担う子ども達のかけがえのない命を
   交通事故から守ることは、親、地域、行政等が一体となって推進しなければならな
   い重要課題です。

  ② 子どもの交通安全確保のための施策
    関係機関と協力し、子ども達が正しい交通ルール、マナーを学び、また、自ら危
   険を予測し回避する能力や安全に行動することができる判断力の育成を行うための
   体験型の交通安全教室を実践し、交通安全意識の高揚を図ります。また、家庭や学
   校等で交通安全について十分教育するとともに、二人乗りや無灯火の自転車に乗っ
   ている子どもを見かければ地域の人が注意し、車両の運転者等は歩行者、自転車等
   に思いやりを持って運転するなどして、交通事故防止に関係者が一丸となって協力
   し合うことを呼びかけます。そのためには、広報啓発活動の充実・強化が欠かせま

18
17

自転車
運転中

22

30
合計

12
13

その他
内 訳

0
0
0
0
0

死亡者 負傷者

33
31
38
42

歩行中

5
6
7
7
8

16
12Ｒ 元

9

Ｈ２８

Ｒ ２

  区分
 年

17
5

Ｈ２９
Ｈ３０

33
31
38
42
30
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   せん。

  ③ 市民の皆様の役割
   ○ 家庭、地域、社会全体で子どもに対して交通ルール、マナー、道路上の危険、
    万が一事故が起きたときの責任、自転車の整備等について教育し、話し合う場を
    持ってください。
   ○ 保護者は勿論、周囲の大人がまず子ども達の手本となるよう、日常生活の中で
    模範的な行動を取ってください。
   ○ 幼児を自転車に乗せる際は、幼児用ヘルメットを着用させてください。

表１４ 市内の子ども（中学生以下）の交通事故状況別死傷者数（各年１２月末現在）
(単位:人)

資料:警視庁交通年鑑

表１５ 市内の子どもの交通事故発生状況（各年１２月末現在）

資料:警視庁交通年鑑

6 0 17
0

14
19
14 14

17

歩行中
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Ｈ２９
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 ⑵ 重点課題２ ～二輪車の安全対策の推進～
  ① 二輪車の安全対策推進の必要性
    二輪車は、手軽で便利である一方、むき出しの体で他の車両と一緒に通行するこ
   とから、生命の危険が伴う大きな事故になる可能性が高い乗り物です。令和２年度
   の都内の二輪車乗車中の交通事故死者数の割合は、全死者数の約４分の１を占めて
   おり、歩行者の次に多く、都内における交通事故の大きな特徴となっています。二
   輪車の事故を防止することは重要な課題のひとつと考えます。

  ② 二輪車の安全対策推進のための施策
   ア 道路交通環境の整備
     事故多発地点等に重点を置いた再点検、路面の改良、街路灯の照度アップ、道
    路標識の整備等、必要な措置を行います。

   イ 交通安全意識の啓発
     市民に対して、警視庁が行っている各種二輪車安全教室の周知に努めます。

   ウ 交通実態に即した指導と取締りの要請
     関係機関に要請し、事故多発路線、幹線・準幹線道路等の路線を重点に危険性、
    迷惑性の高い違反の指導取締りを実施し、安全運転意識の高揚を図ります。

  ③ 市民の皆様の役割
   ○ 地域、職場、学校等で二輪車によるスピードを出し過ぎ、急な進路変更、すり
    抜けなど、危険な走行をしないよう呼び掛けるとともに、二輪車の危険性や命の
    大切さについて話し合いましょう。
   ○ 二輪車の性能や自己の運転技量を過信することなく、カーブの手前では十分に
    速度を落とすなど、安全運転を心掛けましょう。
   ○ 被害を軽減するためのヘルメットの正しい装着や、胸部・腹部を守るプロテク
    ターを着けて身体を守りましょう。

 ⑶ 重点課題３ ～飲酒運転等の根絶～
  ① 飲酒運転等の根絶の必要性
    都内の飲酒運転による事故は、近年は減少傾向ではあるものの、根絶には至って
   おりません。アルコールは人の認知判断能力を低下させることから、重大な結果に
   つながることが多く、飲酒運転中の事故の致死率は事故全体の致死率より高くなっ
   ています。そのため、関係機関と連携した普及啓発を推進するとともに、悪質で危
   険な運転に重点を置いた指導・取締活動を行うことが必要であると考えます。
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    また、最近は危険ドラッグ等の薬物を使用した事故も発生しており、根絶に向け
   て推進していきます。

  ② 飲酒運転の根絶のための施策
   ア 規範意識の確立
     飲酒運転の危険性や、飲酒運転に起因する交通事故の実態を周知するため、各
    広報媒体を活用した広報啓発を推進するとともに、交通ボランティアや安全運転
    管理者、酒類提供飲食店等と連携して「ハンドルキーパー運動」の普及浸透に努
    めるなど、飲酒運転を許さない社会環境づくりに取り組み、飲酒運転根絶に向け
    た規範意識の確立を図ります。

    ※ ハンドルキーパー運動
      自動車を使ってグループで酒類提供飲食店に行く場合、グループ内において
     酒を飲まず、他の者を安全に自宅まで送る者（ハンドルキーパー）を決め、飲
     酒運転を根絶しようという運動。

   イ 各種キャンペーンでの周知
     飲酒運転を根絶するための「飲酒運転させないＴＯＫＹＯキャンペーン」を始
    め、全国交通安全運動や「ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン」等の各種キャンペ
    ーンにて飲酒運転の根絶を訴えます。

   ウ 指導・取締りの強化
     警察署（交通管理者）に対しては、交通実態に即した指導と取締りを要請し、
    飲酒運転や飲酒運転に起因する交通事故事件を検挙した際は、運転者に対する捜
    査にとどまらず、車両の所有者や飲酒場所、同乗者等に対する捜査を徹底し、車
    両等提供罪、酒類提供罪及び同乗罪のほか、教唆(きょうさ)・幇助(ほうじょ)行
    為の確実な立件に努めるよう要請していきます。

  ③ 市民の皆様の役割
   ○ 飲酒による運転への影響や、事故を起こした場合の責任の重さについて話し合
    い、飲酒運転は極めて悪質な犯罪であることを認識しましょう。
   ○ 車を運転することを知りながら酒を勧めたり、飲酒している人に車を貸したり、
    飲酒運転の車に同乗することも犯罪です。
   ○ 「飲んだら乗らない・乗るなら飲まない」を絶対に守りましょう。
   ○ 二日酔いも飲酒運転です。運転する前日は深酒を控えましょう。
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１ 道路交通環境の整備

  道路環境を整備することは交通安全の第一歩であり、交通事故を未然に防ぐためのも
 っとも有効な手段の一つでありますが、特に市内に点在する市道は道路幅員が狭いとこ
 ろが多く、バリアフリーに配慮しつつ現状を踏まえた各種整備を展開する必要がありま
 す。

 ⑴ 安全安心な市内道路の構築
  ① 歩道の整備
    安全で快適な市民生活と円滑な交通を確保するため、交通需要の分散を基本とし
   た道路整備、計画的な歩道の整備と改善を進めます。

  ② 交通事故防止対策の推進
    特に歩行者及び自転車利用者を当事者とする交通事故を防止するため、過去に交
   通事故が発生した箇所を中心に注意喚起用啓発看板の設置、区画線や路面標示の塗
   り直し等、交通管理者と連携しながら対応していきます。
    また、通学路交通安全点検を毎年度実施しており、引き続き、市、教育委員会、
   交通管理者、道路管理者及び保護者が連携し、通学路における定期的な点検等を行
   うことによって、通学路における児童の安全確保に向けた着実かつ効果的な取り組
   みを進めます。

 ⑵ 交通安全施設等の整備
  ① 街路灯の整備
    街路灯は夜間における交通安全確保や円滑な移動を図り、また、防犯効果も兼ね
   ている重要な施設であることから、持続可能な維持管理が求められます。平成３０
   年に市内全域のＬＥＤ化を実施したところであるが、今後も必要に応じた街路灯の
   設置を行うとともに、交通安全上の効果を高め、また、環境に配慮しながら効率的
   な維持管理を行います。

  ② その他の交通安全施設等の整備
    道路交通の安全と円滑化を図るため、市内の危険箇所を踏まえ、道路管理者や交
   通管理者と連携しながら、必要に応じてカーブミラーや道路標識等の設置及び維持
   管理を行います。

第５章 分野別施策
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 ⑶ 自転車利用環境の総合的整備
  ① 自転車走行空間の整備
    これまで自転車走行空間の案内標識やサインなどが地域によって異なっていたも
   のを、試行ではありますが統一することで歩行者や自転車利用者の通行すべき空間
   を明確にし、通行ルールに対する意識の向上を図るという目的で、東京都北多摩南
   部建設事務所を中心に関係各市が協働・連携し、「自転車利用共通ルール（案）」
   を作成し、導入しています。市内では、交通規制上自転車走行が可能な東八道路の
   歩道について、整備区域歩道内の一部を車道側に広げ、自転車・歩行者の路面標示
   や頭上のサインを導入しています。また、東大通りの車道の一部に自転車レーン（
   普通自転車専用通行帯）を整備し、交通標識等により自転車走行空間を明確化（左
   側一方通行）する取り組みを東京都北多摩南部建設事務所が実施しています。
    市では、自転車走行は車道が原則の観点に立ちつつ、市内の道路状況等を考慮し
   た上で、歩行者・自転車等が安全で安心して共存できる道路環境を推進するため、
   自転車レーンや自転車ナビマーク等の設置について検証及び関係機関と調整してい
   く中で自転車利用環境の整備を推進します。

  ② 自転車駐車場の整備
    小金井市自転車等駐車場整備計画に基づき、計画上の目標台数に達しているもの
   の、現在民間からの賃貸借にて業務運営している場所もあり、将来の賃貸借期間は
   不透明である。このことから、今後は恒久的な場所の確保に向け、鉄道事業者と協
   議しながら、高架下の空間利用における場所の確保及び整備を推進します。

２ 交通安全意識の啓発

 ⑴ 段階的・体系的な交通安全教育の推進
  ① 交通安全教育の推進
    交通安全のきまりや安全な歩行と横断、自転車の安全な乗り方について体験型の
   安全教育を開催し、交通安全マナーのより一層の向上を図ります。現在、小金井警
   察署では、市内小学生に対し、信号の確認や横断歩道の渡り方等の歩行訓練教育や
   実際の公道を想定したコースの中で、正しい乗り方を学んで行く自転車安全教育を
   実施しており、また、一般市民を対象に随時自転車教室を行っています。なお、受
   講者には終了証を発行しています。市内中学生に対しては、スケアード・ストレイ
   ト的教育技法を用いたスタントマンによる自転車安全教育を継続して実施します。
   市内高校生に対しては、通学などで自転車利用の機会が増えることから、東京都及
   び小金井警察署と連携しながら啓発も含めた効果的な交通安全教育を推進します。
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表１６ スタントマンによる自転車安全教育実施状況（過去５年間）

  ② 自転車の安全教育の推進
    前述のスタントマンによる自転車安全教育の他、安全利用のルールやマナーを浸
   透させるため、子どもから高齢者まで様々な世代を対象とし、例年実施している【
   秋の全国交通安全運動市民の集い】にて自転車シミュレータを用いた交通安全教育
   を継続して実施します。なお、受講者に対し自転車安全利用を推進するロゴマーク
   をレイアウトした反射材シール付の「自転車安全利用宣言証」（※）を交付し、社
   会全体で自転車安全利用に取り組む気運を高めていきます。

   ※ 自転車安全利用宣言証協賛制度
     東京都では、自転車利用者が自覚して行動する気運を醸成するため、都が主催
    するセミナーや「自転車シミュレータ交通安全教室」の受講者等に、「自転車安
    全利用宣言証」（下図参照）を交付している。
     交付者は、自転車安全利用協賛企業等による様々な特典が受けられる。

東中学校

実施日 実施校

10月13日（火）

Ｈ２８

Ｈ３０

緑中学校
Ｒ 元

都立北高校 新型感染症対策のため

市内私立学校にて実施

小金井第二中学校

備考

  9月  1日（木）

中止

10月26日（金）

10月  5日（木）

10月11日（木）

10月11日（金）

小金井第一中学校

Ｒ ２

10月21日（金） 緑中学校

10月26日（木） 東京電機大中学・高校

10月18日（金）

南中学校

Ｈ２９

東中学校

小金井第二中学校

    区分
 年度

（裏）（表）
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 ⑵ 地域における交通安全意識の高揚
  ① 地域ぐるみの交通安全運動の推進
    全国交通安全運動では、広く市民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルー
   ルの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、自身による道路交通環
   境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図り、「
   安全で快適な交通社会」の実現を目的としての実態に即した地域ぐるみの交通安全
   運動を効果的に推進します。
    また、毎年１２月１日から７日まで実施される「ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペー
   ン」において、東京都、警視庁及び関係機関等と連携して、重点に沿った各種啓発
   活動等を実施し、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践等、交通思想の普及
   浸透に努めます。

  ② その他キャンペーン等の推進
    飲酒運転を根絶するための「飲酒運転させないＴＯＫＹＯキャンペーン」を始め
   危険ドラッグ等の薬物根絶や「暴走族追放強化月間」の実施、事故の発生率の高い
   薄暮時間帯の交通事故防止を図るための「トワイライト・オン運動」等、各種広報
   媒体を通じ、市民への働きかけを推進します。

 ⑶ 交通安全に関する広報啓発活動の充実・強化
  ① 多様な広報媒体による広報活動の充実
    広く市民に交通安全思想の普及浸透を図り、交通安全行動の実践を定着化させる
   ため、市報、ホームページ、コミュニティバス、市政だより、広報掲示板等、市の
   あらゆる広報媒体を活用するとともに、交通安全運動等のあらゆる機会を通じて、
   きめ細かく効果的な広報活動を推進します。

  ② シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の推進
    シートベルトを着用していなかったことにより、事故の際に車内で全身を強打し
   たり、車外に放り出され全身を強打するなど、死亡事故につながる可能性を秘めて
   おります。警視庁のデータによれば、シートベルトを着用していない場合の致死率
   （死傷者数に占める死者数の割合）は、着用している場合と比べ約１４倍も高まる
   という結果が出ています。後部座席を含むシートベルトの正しい着用とチャイルド
   シートの必要性・着用効果の啓発を推進します。
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  ③ 自転車利用者に対する啓発活動の推進
   ア 自転車安全利用五則の浸透
     自転車利用者のルール及びマナー向上を図るには、自転車安全利用五則の浸透
    が大変重要であり、自転車利用者のマナー向上への啓発活動を推進します。

   イ 事業者に対する周知
     東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が平成２５年に施行さ
    れ、自転車利用者のみならず、事業者に対しても義務・努力義務が定められてお
    り、従業者の研修や駐輪場所の確保・確認、事業用自転車の点検整備の実施等、
    周知・徹底に努めます。

   ウ 自転車の安全性の確保
     自転車は、軽車両であり未成年者であっても交通事故の加害者となれば、被害
    者やその遺族から高額な損害賠償金を請求されることもあり、普段の整備点検や
    保険の加入などを促進する必要があります。
     令和２年４月に東京都条例が改正され、自転車の利用によって生じた他人の生
    命又は身体の損害を賠償する「自転車損害賠償保険等」への加入が義務化された
    ことから、市では、交通事故による賠償金に対応できる民間保険の加入を推進す
    るとともに、自転車の整備点検、傷害保障・賠償責任補償を制度化しているＴＳ
    マーク等の普及、啓発を推進します。

～自転車安全利用五則～
 １ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
 ２ 車道は左側を通行
 ３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
 ４ 安全ルールを守る
  ・ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
  ・ 夜間はライトを点灯
  ・ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
 ５ 子どもはヘルメットを着用
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３ 道路交通秩序の維持

 ⑴ 指導取締りの強化
   道路交通の安全と円滑を図るために、交通実態に即した交通規制などを推進し、ま
  た、重大事故に直結する悪質な交通違反等の取締りを強化するよう、関係機関に要請
  し、道路交通秩序の維持に努めます。

 ⑵ 駐車秩序の確立
  ① 違法駐車の取り締まり
    違法駐車の実態に応じ、重点的に取締りを行う場所や時間帯などを定めた「取締
   り活動ガイドライン」を中心とする指導取締りを強化するよう関係機関に要請し、
   良好な駐車秩序の確立に努めます。

  ② 放置自転車対策の推進
    平成２６年２月より、自転車等放置禁止区域を駅周辺概ね３００ｍを５００ｍ圏
   内として拡大し、区域内にある放置自転車を連日撤去しています。撤去件数は年々
   減少しているものの、放置自転車は未だに後を絶ちません。
    今後においても関係機関・団体等との幅広い連携の下、「駅前放置自転車クリー
   ンキャンペーン」等の機会を活用し、自転車利用者に対して自転車の放置防止と自
   転車駐車場利用促進の啓発活動を行い、自転車の駐車秩序の確立を図ります。

４ 救助･救急体制の整備

  交通事故に起因する救助・救急業務は、一般的に事故現場での応急処置、出動した救
 急隊の救急処置、医療機関の行う医療行為といった一連の処置の相乗効果が発揮されて
 はじめてその価値が高められるもので、救急医療機関及び消防機関等の緊密な協力、連
 携体制が必要不可欠です。このため、関係機関と連携し、交通救助・救急活動体制の充
 実を図ります。
  また、現場に居合わせた人による応急手当の実施により、救命効果の向上が期待でき
 ることから、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を含めた応急手当等を学べる各種救急救命
 講習会等への参加について、関係機関と連携し、周知・啓発を推進します。
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表１７ 市内の救急出動件数及び救護人数（各年１２月末現在）

資料:小金井消防署調査

５ 被害者の支援

  東京都市町村民交通災害共済（ちょこっと共済）は、市民が会費を出し合って会員と
 なり、交通機関の利用による交通災害により死傷した場合に、等級に応じて会費の中か
 ら見舞金を支給する相互扶助の制度です。
  しかし、近年では加入者が減少傾向となっており、市報その他の広報媒体を活用し、
 共済制度の周知及び加入促進に努めます。

６ 災害に備えた道路交通環境の整備等

  関係機関と連携し、災害に強い交通施設等の整備や災害時の交通安全の確保を図りま
 す。また、災害・大規模事故の発生時や、これに伴う停電時の対応態勢の整備・充実に
 努めます。

※ 警察への通報がない交通事故も含まれるため、警察発表資料（表６）と
 上記交通事故件数及び人数に差異が生じる。

4,7775,366
5,260 359 4,741 346

（件） 交通事故(件) （人） 交通事故(人)
救護人数出場件数

Ｒ ２ 4,761 223 4,165 204

     区分
 年

Ｈ３０ 5,534 305 4,960 299
Ｒ 元 5,763 299 5,162 282

Ｈ２８
Ｈ２９

342380
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 交通事故等の交通災害を防止するための対策は、幅広い分野にまたがるため関係機関相
互の連携を強化し推進することが必要不可欠です。しかし、真の意味での交通災害の防止
は、市民一人ひとりの自覚や協力なくしては成し得ないものです。本計画を達成するため
には、人命尊重の基本理念の下、関係行政機関、市民、民間団体、企業の総ての力を結集
し、協力体制を確立することが大切です。

１ 行政機関

  交通機関、交通環境の多様化複雑化に対応して交通災害防止に関する施策は、多くの
 行政機関等の分野にまたがり、それぞれの領域においては技術的専門的に高度化してき
 ており、その効果的推進を図るためには関係行政機関相互の連携に基づく総合的、一体
 的推進が欠かせないものとなっています。また、交通情勢はそれぞれの地域の特性等に
 より異なり、きめ細かい推進が必要となっています。よって、本計画の推進に当たって
 は関係行政機関の相互の連携と協力により効果的に推進するよう努めます。

２ 民間活力の結集

  交通災害の防止は、安全な市民生活の根幹にかかわる基本問題です。行政機関以外の
 市民、事業者、交通関係団体、ボランティア等地域で活動する皆様一人ひとりがこの問
 題と正面から向き合い、本市から悲惨な交通事故を撲滅するため交通安全に対する意識
 を新たにし、互いに協力し合い、交通事故防止に向けた自主的な民間活力を結集するこ
 とが必要です。特に、市立中学校の協力を得て、春・秋の全国交通安全運動期間中は、
 市内の中学生が作成した広報テープを使用して市民に対して啓発活動を行っています。
 この取組は市民から高評価を得ており、今後も継続して推進していきたいと考えていま
 す。
  また、家庭、職場、学校、地域社会等様々な分野における市民の意向が、各種の施策
 に十分反映されるよう、効果的な手段を活用して、民間の自主的交通安全運動と行政施
 策との総合的な推進体制が確保されるよう努めます。

第６章 計画の推進
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